
玉名市内の市民活動団体（NPO法人・ボランティア団体など）や地域活動団体（町内会・自治会、地域づくり団体
等）の公益的内容の広報物を情報パンフレットスタンドで配布することで、多くの方にみなさんの活動をお知ら
せすることができます。

【問い合わせ・受付】
玉名市役所地域振興課（市役所 3階）TEL0968-75-1421  E-mail chiiki-s@city.tamana.lg.jp
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公益的な本来業務に関する内容のもの
基本A４縦サイズ（大きければA４サイズに折りたたむこと）
配架期間を考慮した内容のもの
２００部程度用意できるもの
玉名市市民活動団体登録と同じ団体名・連絡先が記載されていること

市民活動団体のイベント、講座などの広報に

市民活動情報
パンフレットスタンド
を活用しませんか？

年間スケジュール 市民活動団体登録

配架可能なチラシ・パンフレット

回

市民活動団体のイベント、講座などの広報に

市民活動情報
パンフレットスタンド
を活用しませんか？

コチラから申請書をダウンロー
ドし申請をおねがいします。

玉名市市民活動団体登録検索

お申込み団体数が期間内で７団体に満たない場合、４日目以降に先着順で受け付けます。
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※配架期間を過ぎたら、地域振興課で廃棄します。



ＦＡＸ：0968-75-1166
※市民活動情報コーナーにお申込みの際は、裏面をよくお読みになり

必ずチラシの見本を１部添付してください。

市民活動情報コーナー　申込書

申込
団体名

登録
番号

申込者
氏名

部数 部

ＴＥＬ

ＦＡＸ

申込日　　　　月　　　　日

E-mail

※ご連絡は、基本E-mailのみで通知いたします。

内容

配架先

配架先

（□にチェックを入れてください）

□ １．団体ＰＲ（メンバー・会員募集など）

□ ２．定期発行物（会報、広報紙など）

□ ３．イベント告知（講演会、講座、研修）　注意：配架期間に適当なもの。

□ ４．ボランティア募集

□ ５．その他　→　内容：

玉名市保健センター
玉名市民会館
玉名市文化センター（図書館）
玉名市岱明支所
岱明町公民館
岱明町ふれあい健康センター

玉名市横島支所（公民館）
横島図書館
ゆとりーむ
玉名市天水支所（公民館）
玉名市役所地域振興課

※玉名市内の１１施設に配架します。例外、配架先施設の指定、ポスターなどは受け付けません。
ご理解とご協力をお願いします。

・必ず見本を１部添付し、直接窓口またはメール・郵送・ファックスにてお申し込みください。
※チラシは予定稿でも構いません。（ただ、内容が不明なものに関しては、お断りをします）
・同時期に１団体で複数の申し込みは出来ません。
・１期間につき７団体まで受け付けます。
・期間を終了したチラシは、地域振興課で廃棄をします。
・玉名市市民活動団体登録に記載された団体の公益的な本来業務に関わるものに限ります。


